
平成29年1月に男女雇用機会均等法及び育児・介護休業
法が改正され、妊娠・出産・育児休業等に関するハラス
メント措置を講ずることが事業主に義務付けられまし
た。企業としては、様々なハラスメントの防止に向けた
雇用環境づくりを進めていく必要があります。
今回の講座ではハラスメント防止の専門家を講師に招
き、実践的な対策を学ぶ機会とします。
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高知県立人権啓発センター ６階ホール

14:00～16:00
（受付13:30～）

参加費無料
●対象：企業・団体等の総務・人事・人権担当。
　または講座内容に興味のある一般の方。
●お申込方法：郵送・FAX＝下記の参加申込書に
　ご記入の上、お送りください。
　メール＝件名を「第２回ヒューマンパワー育成講座申込」とし、
　参加申込書と同じ内容を記載の上、送信してください。
●申込送付先：（公財）高知県人権啓発センター
　「第2回ヒューマンパワー育成講座」係
　〒780-0870  高知市本町4丁目1-37
　FAX 088-821-4440　Eメール center@kochi-jinken.or.jp
●お問い合わせ：（公財）高知県人権啓発センター
　TEL 088-821-4681 定員80名

「平成29年度ヒューマンパワー育成講座」参加申込書　
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●県庁 ●高知城
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追手前高
●

土佐女子
　中高●

●消防署 ●

高知城

高知城前 大橋通

お堀

バスは「公園通」、電車は「高知城前」で下車。徒歩3分。

高知県立人権啓発センター

高知県人権啓発センター
人権啓発マスコットキャラクター

ここるん

民間企業、男女共同参画センター等で勤務の後、
2005年にアトリエエム株式会社を設立、代表取
締役に就任。パワハラ、セクハラ、マタハラ、ア
カハラ、LGBT等のハラスメント防止研修、人権
研修、メンタルヘルス研修、ワーク・ライフ・バ
ランス並びに人材育成事業等を行っている。
特にハラスメント防止については、オリジナルプ
ログラムでのセミナー（研修）を企業、行政機関、
教育機関、各種団体等で多数実施。研修用DVD
と冊子も多数製作している。1959年生まれ。
著書に「LGBTを知ろう」「セクハラ・パワハラ 
その現状と防止対策」「職場のハラスメント 相談
対応術」「ハラスメント 相談員の心得」「セクハラ・
プリベント」ほか。

三木啓子氏
アトリエエム株式会社代表取締役
産業カウンセラー

講師

いろいろな
ハラスメントへの
対応と最新情報

ヒューマンパワー育成講座は、人権の視点を企
業・団体等の活動に取り入れる重要性について
認識を深めることを目的として開催しています。

平成29年度人権啓発研修
ヒューマンパワー育成講座


